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午前１０時００分 開会

○西野委員長 ただいまから都市経済委員会を開会いたします。

国頭委員から欠席の届出がありましたので、御報告いたします。

本日は、お手元に配付しております日程表のとおり行いますので、よろしくお願いいた

します。

本日は、当局からの８件の報告がございます。

初めに、上下水道局から１件の報告がございます。

合併処理浄化槽維持管理費補助（案）について、当局からの報告をお願いします。

林副局長。

○林上下水道局副局長兼営業課長 皆様、おはようございます。

それでは、本委員会の報告案件の合併処理浄化槽維持管理費補助（案）を御説明申し上

げます。

まず、資料の１ページ目を御覧ください。皆様のほうに、今、通知行ったでしょうか。

それでは、この支援策等についてですけれども、せんだって、昨年の７月の都市経済委

員会におきまして御説明いたしましたとおり、下水道事業計画変更に伴いまして浄化槽を

対象とした支援策の検討を進めているところでございます。本日は、その支援策のうち、

合併処理浄化槽維持管理費補助、これを来年４月から新規に開始する方向で検討を進めて

おりまして、御報告を申し上げるものでございます。

まず、項目として１番として、経過及び状況と記載している部分を御覧ください。合併

処理浄化槽は、公共下水道と同等の生活排水の浄化機能がありますけれども、法で義務づ

けられた維持管理が行われませんと、その機能が発揮できません。しかし、その維持管理

が、市民の方にとっては煩雑な内容であることに加えまして、汚水の処理コストが公共下

水道と合併処理浄化槽で比較した場合、標準的な人数の処理において合併処理浄化槽のほ

うが割高になっておるところでございます。この現状につきまして、２年前に生活排水対

策について弓浜地区の住民説明会を行いました。その中で出席の皆様方から、この負担差

に係る補助の要望をいただいておるとこでございまして、このことから合併処理浄化槽維

持管理費補助について、業界関係者の方の御意見などを伺いながら詳細に現在制度の検討

を進めておるところでございます。

次に、項目として２番、補助の目的と記載している部分を御覧ください。先ほど述べさ

せていただきましたとおり、この補助は、合併処理浄化槽を使用される方と公共下水道を

使用される方の生活排水の処理に係る費用の負担差の軽減を図るものでございます。また、

あわせて、合併処理浄化槽の使用に当たって先々浄化槽を適正に維持管理をしていただく

体制を整えまして、もって水質の汚濁の防止を図ろうとするものでございます。

続きまして、補助の概要等につきまして、この後、当課の担当課長補佐のほうから説明
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をさせます。

○西野委員長 遠藤営業課長補佐兼普及担当課長補佐。

○遠藤営業課長補佐兼普及担当課長補佐 まず、資料１のほうを御覧ください。補助の概

要について説明申し上げます。

浄化槽の維持管理についての業者との一括契約締結を原則として、浄化槽管理者に対し

て浄化槽の維持管理費の補助を行います。一括契約についてですが、資料１の１、浄化槽

の維持管理についてを御覧ください。一括契約とは、通常、個別契約となっている保守点

検、清掃、法定検査を一つの契約でまとめて行うものです。年間に実施する維持管理につ

いて回数が契約に明記されていることから、確実に実施することが担保されます。また、

一括契約により手続や支払いの窓口が一本化され、年複数回に分けての口座引き落としが

可能になるため、１回当たりの支払い額が低く抑えられ、支払いが平準化されるといった

メリットもございます。

続きまして、補助の対象地域ですが、資料１の２の図面のほうを御覧ください。補助対

象地域は、図面の黄色部分の弓浜６地区で、旭が丘や公共下水道事業区域などを除きます。

なお、弓浜に限定する理由についてですが、弓浜地域は、公共下水道を整備する計画で、

地元からも早期の整備の要望を受けてきた地域です。しかしながら、この弓浜地区は、公

共下水道から合併処理浄化槽による生活排水へ方針転換し、令和６年度末に公共下水道事

業計画を変更したところです。本補助金は、計画変更に伴う公共下水道使用者と合併処理

浄化槽使用者との維持管理費用の負担の公平性の観点から補助を行うため、計画変更を行

った弓浜地区に限定するものでございます。

補助対象者につきましては、補助対象地域に存する合併処理浄化槽の管理者で、法人を

含むものとします。単独処理浄化槽につきましては、資料１の３に記載してありますよう

にトイレの水だけを処理する浄化槽でして、合併処理浄化槽のように公共下水道と同等の

水質で排水していることにならないため、補助の対象といたしません。

資料２のほうを御覧ください。補助の要件について説明いたします。

資料２に、補助対象と補助対象外の判別を図示したものと、一括契約から補助申請及び

補助金の交付の流れを示しております。この補助は、浄化槽の維持管理について一括契約

を締結され、補助対象地域の弓浜６地区の合併処理浄化槽であり、法定検査の結果が適正

である場合に補助対象となります。

法定検査の詳細については、資料２の下に示しております。法定検査とは、第三者の公

平な立場で保守点検及び清掃が実施された回数も含めて審査され、法定検査の判定結果が

適正であれば、適正に維持管理がされていることが証明されるため、判定結果が適正であ

ることを補助の要件といたします。仮に法に定められた浄化槽の維持管理を実施されない

場合や放流水質が基準を満たしていない場合などは、改善が求められる状態であり、判定

結果が概ね適正または不適正となります。また、維持管理が一部未実施の場合は、浄化槽

の年間の維持管理費用が公共下水道使用者より安価になる場合があることから、判定結果

を適正に限定することとしました。

もう一つの要件として一括契約の締結がありますが、保守点検の料金については業者に

より契約額にかなり幅があることから、一括契約の金額より安価に実施される場合などは、

補助の要件を一括契約に限定すると浄化槽管理者にとって不利になる場合がございます。
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よって、個別契約であっても一括契約と同等に維持管理を実施されている場合は、具体的

には、申請年度を含む直近３年間の維持管理が適正に実施されていることが確認できる場

合は補助の対象としたいと考えております。

続きまして、補助額についてですが、４人世帯を標準的な世帯とする下水道使用料、月

の使用水量を２０立方メートルと設定しております、の年間総額と合併処理浄化槽の維持

管理費用、保守点検、清掃、法定検査費用及びブロア、機械を動かす装置がございますの

で、そちらの電気代の差額を補助額とする内容で現在検討を行っております。浄化槽の大

きさにより維持管理費用が異なってまいりますので、人槽によって段階的に補助額を設定

するように検討しているところでございます。

最後に、本件の維持管理費補助は令和８年度から予定しておりますことから、事前に準

備をしたいと考えております。１２月補正予算において債務負担行為の設定を予定してお

りまして、１２月議会で議決をいただきましたら、関係事業者への周知、また、弓浜６地

区の公民館単位での住民説明会など、来年４月から補助事業の開始に向け、準備を進める

予定としております。

説明は以上でございます。

○西野委員長 当局からの報告は終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見を求めます。

今城委員。

○今城委員 ちょっと対象としてのものを伺いたいんですけど、今回言ってくださった一

番最初のところで、対象がこの弓浜の６地区ということでっていうことでそもそも論とし

てそうなってるんですけど、市内とかでつなぎたくてもつなげないところとかが数年前に

はあって、結局、工事ができないとか工事が、そもそも本管工事とかっていうところがで

きてないっていう感じのところとかたしかあったかなというふうに私は思ってたんですけ

ど、今その辺のところは全部つなげる状況になっているんでしょうか。

○西野委員長 遠藤営業課長補佐兼普及担当課長補佐。

○遠藤営業課長補佐兼普及担当課長補佐 まず、公共下水道と農業集落排水区域につきま

しては、区域内については接続いただきたいと考えております。委員おっしゃられたよう

に、公共下水道事業計画区域外、農業集落排水区域外で集合処理に継続できないエリアも

ございます。ただ、こちらは、もともと汚水の計画がございませんで、個人により合併処

理浄化槽の設置及び維持管理をお願いしている区域になります。

○西野委員長 今城委員。

○今城委員 道笑町、糀町、ここいら辺あたりだったかなと思うんですけど、たしか私の

記憶が間違ってなかったら、そこら辺は、工事が何とかの、ごめんなさいね、何とかのっ

て言ってしまって、理由で工事ができないというような区域になっていて、そもそも公共

の範囲なんだけども、公共がまだ通すことができない状況にあって、そこいら辺のところ

は皆さん合併浄化槽になっているというような希望というか、工事されてるところでとい

うようなことの記憶が薄くあるんですけど、その辺とかはどうなってるんでしょうか。

○西野委員長 横木課長。

○横木経営企画課長 この市役所の近くのエリアのところということでございますが、現

在、下水道工事を進めているところもありまして、商店街の近くとかなんですけれども、
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ちょっと事情があって下水道を通す工事が遅れているというところはございます。そこに

本管が通りましたら、もちろん合併浄化槽を今使われておられるところは公共下水道につ

なげていただくんですけれども、そのつなげることについては、切替えの補助は出る出な

い、切替え、つなげるのの……。

（「融資。」と声あり）

融資はある。融資制度とかはありますので、そういったところで公共下水道につなげる

のの助けにしていただいて、つなげていただいた後は、維持管理費は使用料の中に入って

きますのでというところになります。

○西野委員長 今城委員。

○今城委員 おおむね理解はしましたが、その期間が、実際、公共が来ればつなぎたいし、

つなげたいけれどもというところでまだ待ってるところもいっぱいあるということを考え

ると、条件的にはこの弓浜、全く一緒とは言いませんよ、言いませんけれども、弓浜の状

況というのは、もうずっと待ってました、本来しますとずっと言ってました。でも、延伸

が難しくなりました。連担のこともあります。なので、うちがやるっていうこと、今後、

延伸するということをもうやめますということをしたのでっていうのが大前提であると私

は認識してるんですよね。確かにそうなんだけれども、向こうはやると言ってるけど、で

きる状況じゃなく、こっちはもうやらないと言ってるので、その代わりにこういう差異が

出てくるので補助しますっていうのは、理にもかなっているし、納得できるとこではある

んです、これに関してはね。

ただ、こちらのこととこちらのことがそう大差ないんじゃないのって思ってくると、市

全体のことを考えていったときに、これが公平性が保てますかっていうことになったとき

に、どうなのかなっていうことについては検討はされたのでしょうかっていうところなん

ですけど、いかがですか。

○西野委員長 遠藤営業課長補佐兼普及担当課長補佐。

○遠藤営業課長補佐兼普及担当課長補佐 委員おっしゃられるように、実態としてまだつ

ながっていないお宅を基準に考えると、同じ状況ではないかという疑問点だと思います。

ただ、公共下水道計画区域内は行政で公共下水を整備する区域で、今後、整備することに

なっておりますので、こちらは補助対象とはしないという整理でおります。実際に公共下

水道を整備するのは時間を要しておりまして、今までも両三柳、河崎とずっと待っておら

れて現在整備を進めているところですので、そういったところも含めて過去からどうして

も時間差ができるというところは、申し訳ないですが、そういった実態がございますので、

補助対象とすることは考えておりません。

○西野委員長 今城委員。

○今城委員 おっしゃってることは理解はしますが、公共を区域で順次それが遅くなって

るから、待ってもらってる間、例えば浄化槽にしてもらっているところの維持管理費は、

それは、申し訳ないけど、当然お宅が持つべきものですよねっていう意識っていうのは分

からなくもないけれど、片や、それに同じ理由で向こうで合併浄化槽で維持管理してたと

ころが、公共につなぐ差異が出てくるので、こっちはしなくなったので差異が出てくると

ころは補助しますよというところと、こちらは、公共は予定してるけど、まだ全くつなが

る状況にないよねっていうところを待ってるところは同じ条件じゃないですかって思われ
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たときに、どういうふうに言ったら、市民の皆さんに、いや、そうじゃないですよってい

うことをしっかり納得していただけるのかというと、私はちょっと疑問が残ります。

全くゼロで本当にいいのか。例えば金額の多寡の問題じゃなくて、こちらは、そういう

条件ですから補助をしますよ、こちらは条件が違いますから補助はしませんよって、お宅

がするのが当然ですよねっていうスタンスを米子市がやるっていうことについて、どうい

うふうに市民の皆さんに説明ができますかっていうところ。おっしゃってることは間違っ

てるとは私は思ってませんよ。でも、市民感情として、何でって。あっちもやるっていっ

て待っとうなあことは同じだへんかって、こっちもやるっていってまだつながってなくて

待っとることは同じなのに、その待っとる間のところが向こうは補助が出てこっちは補助

が出らんということについて不公平な形になっとるけど、どげなことかって言われたとき

に、感情論も含めて、いや、もうこういう規則ですからっていって言い切ってしまうだけ

の根拠で納得してもらえるだけのものが本当にあるんですかっていうと、私はちょっと疑

問です。

今回のこの御報告と、１２月に出されるっていう案件として議案として出されるってい

うことについては異論はないですが、じゃあ、市全体のところを見たときに、例えば公共

じゃなくて農集だからとかっていうのもおっしゃってるんですけれど、全て同じだと思う

んですよね。受益者の皆さんとしての使用している皆さんの立場からいうと、そりゃどう

いうスタイルの処理区域なのかっていうことはあんまり関係ないんですよね。ですよね。

そうやって思ったときに、でも、あっちは補助が出て、こっちは補助が出ないってどう

いうことかっていうことが必ず巻き起こりますよっていうことについての検討をきちっと

してから４月からなら４月からの実施をするべき、もし、そこをきちっと平等性がある程

度保てれるとすれば、その準備もきちっとした上で４月から実施すべきと私は思います。

でなかったら、あつれきと言うと変ですけど、不信感とあつれきが起こるような、私はそ

ういうふうに思うので、そこをきちっと説明して納得できるだけのものをしてあげてほし

いし、するべきだと。それこそが公共というか、公共事業としてすることをどういうふう

にするんですかっていうところじゃないかなと私は思うので、そこはぜひ検討して、また

報告をください。以上でいいです。

○西野委員長 よろしいですか。

○今城委員 はい。

○西野委員長 ほかにございませんか。

中田委員。

○中田委員 さっきのスキームのところでもう一回ちょっと教えていただきたいんです

けど、要は、弓浜６地区のところの該当する部分で、一括契約をして、個別にそれぞれや

るんじゃなくて、それで検査をしてもらうと。その結果、適正であったのが補助対象だと。

その申請の流れのところの図で、要は検査をして実際検査が行われて、検査結果が来て適

正だった場合に補助の対象になるっていうその適正というのが、法定検査で外観検査や水

質検査や書類検査って下に書いてあるんですけど、検査結果が良ではないっていう意味で

の適正、不適正として捉えていいんですか。

要するに、検査することで適正管理をしてもらうことが趣旨ですよね。その適正管理を

してもらうのに公共下水道エリアと差異が生じるので、負担に関して、その補助をしてい
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く。だけど、その結果、適正なものだけ補助するっていうところの、その制度の趣旨がち

ょっとすとんとこないところ。要するに、一括管理方式で検査はする。検査結果はそれぞ

れいろいろあるでしょう。適正にできるっていうことは、適正に管理されるまでのプロセ

スっていうところは、どういう努力でその補助対象となるように担保されているのかなと

いうのがちょっとしっくりこない。要するに、不適正な管理状況になっとるところを適正

にしていきたいっていう思いがあるが、そこら辺も含めてのスキームだとは思うような気

がしたんだけど、ちょっとそこら辺もう少しシステムを教えていただけますか。

○西野委員長 遠藤営業課長補佐兼普及担当課長補佐。

○遠藤営業課長補佐兼普及担当課長補佐 法定検査の、委員おっしゃられるように、適正、

概ね適正、不適正と３種類ございます。おっしゃられるように、概ね適正や不適正のもの

は改善をして適正な状態に持っていっていただきたいと考えておりまして、現在でも不適

正だった方につきましては、理由や改善をしてくださいというふうに行政からも通知を出

させていただきまして、改善をした結果の報告を求めているところでございます。

○西野委員長 中田委員。

○中田委員 現在も、そしたらスタートラインのところにできるだけついといてほしいわ

けだね。適正管理されとる状態で適正を維持していくという趣旨でこういうスキームにな

ってるって理解しといたらいいですかね。

（「はい。」と声あり）

分かりました。

○西野委員長 よろしいですか。

○中田委員 はい。

○西野委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○西野委員長 ないようですので、本件については終了いたします。

都市経済委員会を暫時休憩いたします。

午前１０時２２分 休憩

午前１０時２５分 再開

○西野委員長 都市経済委員会を再開いたします。

次に、都市整備部から２件の報告がございます。

初めに、指定管理者候補者の選定結果について（都市整備課）。

当局からの報告をお願いします。

本干尾都市整備課長。

○本干尾都市整備課長 そうしますと、指定管理者候補者の選定結果につきまして御報告

させていただきます。今、資料を通知させていただきました。

そうしますと、資料の表紙に記載のとおり、令和８年度から５年間の都市整備課が所管

しております米子市都市公園の指定管理者の候補者を選定しましたので、御報告させてい

ただきます。

この都市公園につきましては、７月２日の適用方針の当委員会の報告のとおり、米川と

日野川を境に日本海側を外浜区域、中海側を内浜区域、２区域に区分しまして、７月７日

に公募の告示をいたしました。その後、７月１４日から８月２２日の期間を公募期間とい
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たしまして、外浜区域につきましては平井工業株式会社１件、内浜区域につきましてはＹ

ＯＮＡＧＯパークオペレーション共同事業体と特定非営利活動法人ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎ

の２件の応募がございました。

その後、都市整備部内での選定会議で指定管理者候補者選定委員会への諮問案といたし

まして、外浜区域につきましては平井工業株式会社を候補者と、それから内浜区域につき

ましては、優先交渉権の順位づけといたしまして、第１位をＹＯＮＡＧＯパークオペレー

ション共同事業体、第２位を特定非営利活動法人ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎといたしまして、

米子市指定管理者候補者選定委員会への諮問案を決定いたしました。

外浜区域につきましては１０月２日、内浜区域につきましては１０月２３日に選定委員

会への諮問、それから審議を経まして、資料１ページから３ページに記載のとおり、選定

委員会から承認の答申があったところでございます。資料につきましては、２ページ以降

から下にページ番号を振っておりますので、ちょっと２枚目が１ページというような形に

なっておりますので、御確認ください。

この選定委員会からの答申を受けまして、最終的に指定管理者候補者といたしまして、

資料表紙に記載のとおり、外浜区域につきましては平井工業株式会社を候補者と、それか

ら内浜区域につきましてはＹＯＮＡＧＯパークオペレーション共同事業体を候補者といた

しました。このＹＯＮＡＧＯパークオペレーション共同事業体につきましては、３社の共

同事業体となっておりまして、構成企業につきましては、サンクリーン株式会社、それか

ら株式会社辻工務店、そして株式会社カンダ技工の３社の共同事業体となっております。

資料４ページには、指定管理者候補者の選定結果の一覧を添付しております。

それから、資料５ページから６ページにつきましては、外浜区域に関わります指定管理

者候補者選定の基準・評定票及び市の試算書を添付しております。

また、資料７ページから９ページにつきましては、内浜区域につきまして同様に評定票

及び市の試算書をつけております。

なお、資料８ページに、内浜区域の優先交渉権順位づけの第２位の特定非営利活動法人

ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎさんの評定票を記載しておりますけれども、評定の詳細につきまし

ては、事業者の今後の事業活動の不利益になるおそれがあるという観点から、一部非公開

とさせていただいております。

それから、資料の最後、１０ページから１１ページにつきましては、評定票の説明を記

載しております。資料、このちょっと１０ページのほうを通知させていただきますけども、

１０ページの１、２につきましては評定の基準につきましての内容を記載しておりまして、

次、３番、４番につきましては、加点項目として、今回、都市公園の利用の促進に資する

取組に対する優遇措置、それから地元事業者に対する優遇措置について加点項目を設けて

おります。

それから、ちょっとこの資料には記載はございませんけれども、植栽の管理につきまし

て、以前御案内してる部分もございますが、今回の指定管理の選定から高木の管理につき

ましては、１級の造園技能士を配置するか、あるいは造園技能士の配置が可能な造園工事

業の許可を得ている施工業者への委託を実施すること、また、中低木につきましては、１

級造園技能士等の専門知識を有する者から指導を受けられるような体制を構築することを

管理仕様書に定めておりまして、その旨も評価項目として選定基準に加えております。
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この指定管理者の指定につきましては、関係議案を市議会１２月定例会に上程し、議決

を経た上で行う予定としております。説明は以上です。

○西野委員長 当局からの報告は終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見を求めます。

中田委員。

○中田委員 最後のところが、私も最初聞こうかと思っとって、ちゃんとしてもらってあ

りがとうございます。

それで、ちょっとこれは参考だけに、この委員会が当該委員会じゃないので。ただ、さ

っき専門的知識を有するっていうことで、前回倒木があったのは、指定管理のエリアって

いうよりは当局の管理エリアだったっていうことも含めてなんですけど、実際には技術的

な技術力を持っとって判定能力を持っとる人っていうのが、要はそういう人じゃないとな

かなか分からないっていうことの中で、部内的にはどういうことをするのか。というのが、

都市整備部が管理するところばかりでは実はなくて、総務管財課が管理しているようなと

ころにも例えば樹木があったりするんですけど、そういうのは市の中ではどのように樹木

管理が機能してるんですかね。

○西野委員長 本干尾都市整備課長。

○本干尾都市整備課長 市全体の樹木管理というところだと思いますけれども、当然都市

整備部のほうは都市整備部のほうで所管して、直営のところは市の職員による点検などを

実施しているところもありますし、あと道路なんかの街路樹であれば、その街路樹の委託

の中で確認をさせていただいてるというところもございます。その他の施設につきまして

も、まずは所管での確認ということになってこようかとは思ってますけれども、当然何か

分からないところとか情報等がございましたら、都市整備部のほうも協力して一緒に取り

組んでいくというふうに考えておりますし、今年、倒木を受けて、ちょっとそういったほ

かの所管からの相談もありまして協力して対応したような例もありますので、今後もその

ように全庁的に取り組んでいきたいというふうに思っております。以上です。

○中田委員 分かりました。

○西野委員長 よろしいですか。

ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○西野委員長 ないようですので、本件については終了いたします。

次に、「日野橋の在り方に関する検討報告書」について、当局からの報告をお願いします。

足立道路整備課長補佐。

○足立道路整備課長補佐兼交通安全施設担当課長補佐 それでは、「日野橋の在り方に関

する検討報告書」について御報告いたします。資料を送らせていただきます。

日野橋の今後の在り方について検討を行うために、令和６年３月に学識経験者等で構成

する日野橋の在り方検討委員会を設置し、これまでに全５回の委員会を開催してまいりま

した。このたび委員会での議論、検討の結果を取りまとめた日野橋の在り方に関する検討

報告書が作成され、１０月２４日に委員会委員長である鳥取大学教授の福山敬氏から市長

へ報告書が提出されましたので、その概要について御報告いたします。

報告書の概要について資料を送らせていただきます。報告書の抜粋になりますが、今後
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の日野橋の在り方に関して次のような５つの提言がまとめられております。まず、橋の文

化的・社会的意義について理解を深めながら議論を重ねていくこと、次に、日野橋の歴史

や維持管理の経緯を整理・発信し、市民の認知度と理解を高めること、さらに、今後の利

活用について、地元や関係者との対話を通じて多様な可能性を検討していくこと、また、

維持や廃止に係る費用、地域への影響などを継続的に確認、評価していくこと。次のペー

ジをおめくりください。最後に、５年ごとの法定点検を節目といたしまして計画的かつ継

続的に在り方を検討する体制を構築すること、以上のような橋の価値や役割を多面的に捉

え、市民や地域とともに将来の方向性を検討していくことが重要であるというような内容

になっております。

続きまして、今後の予定でございますが、今後は、この報告書の内容を踏まえまして、

日野橋の今後の在り方に関する方針を市として決定してまいりたいと思っております。

説明は以上になります。

○西野委員長 当局からの報告は終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見を求めます。

今城委員。

○今城委員 ニュースとかでも話題になったりとかしてましたので、ある程度報告内容と

かっていうのは伺ってたというか、分かってたという感じだったので、この件については

委員会で出してくださった大事な答申だと思っています。

この中には、この中にはというか、そもそもその諮問したっていうところが道路、橋と

いう構造物としての在り方ということですので、これはもう仕方がないことだとは思うん

ですけれども、一方で、これは文化財としての在り方をどうするのかっていうところもも

う一つあると思っているんです。そういう意味では、今回の答申に関しては、基本的には、

何点か触れられていると思っているんですけど、市民の理解が深まるようにするとか、歴

史的な価値等も含めてという意味だと思うんですけど、これは、でも、維持管理の経緯と

かっていうことになってくるので、道路、橋という構造物としてどうしますかっていうこ

としかここの中には、しかというか、そこが盛り込まれているっていうふうに思っている

んです。

なので、これとプラスして、今後のって先ほど補佐がおっしゃってくださったんですけ

ど、今後の在り方とか今後の可能性っていうのは、維持管理としてのスケジュール感って

いうのはあるんですけど、もう一方で、文化財としての在り方とか考え方っていうところ

をしっかりやっていくっていうところも必要じゃないかなと思っています。今日は文化振

興課長も来てくださっていますので、その辺のところの合わせての考え方みたいな感じの

ところっていうのが、この中というか、過程も含めてこの答申という形でどういうふうに

考えておられるのかを一度確認しておきたいと思います。

○西野委員長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 今回の日野橋について、時間の猶予を若干いただいたということも

ありますんで、やはり活用面については、私ども、市民の方の意見をしっかり伺いながら

政策に反映していかないといけない案件だと思っておりますんで、これから活用策につい

て、市だけではなくて、住民側の意見をしっかり聞いて反映させていきたいと思っており

ます。
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○西野委員長 今城委員。

○今城委員 ぜひよろしくお願いします。

文化庁でお話を伺ってきたことも御報告させていただいたと思うんですけど、やっぱり

どういう価値があり、どういうふうな必要性があるかというところとかを、また、どうい

う活用をすることによって米子市のためになるのかっていうところっていうのは、むしろ

道路の関係っていうよりも、やっぱり文化関係とか文化財としてのものっていうとこが大

きなウエートを占めるということをすごいおっしゃってたし、だからこそ必要だとか、だ

からこそ要らないという言い方は変ですけども、もうそろそろ考えないといけないよとい

うことがクローズアップされてくるんだっていうふうに文化庁のほうもすごくおっしゃっ

てましたので、そういう意味では、ここがスタートというのか、もっと早くスタートしな

いといけなかったのか分からないんですけど、価値の在り方とか、それから価値としての

ものっていうのをもっときちっと市民に訴えていけれるようなものっていうのをしっかり

やっていっていただきたいと思いますし、そこをあらずして費用対効果とか、ニュースと

かでは１００億円以上かかりますよみたいな話とかのほうが先行して、なら要らんへんか

みたいなような話とかだけが空中で動くみたいなようなことっていうのは実際はよくない

話だなっていうふうに思っているので、最終的な判断はもちろんその時期で判断しないと

いけないと思うんですけども、どなたもよく分かってるとおり、建設は死闘ですけど、破

壊は一瞬ですから、壊してしまったものをまた戻そうということはできないので、非常に

そこら辺が苦しい選択というか、検討になると思うんですけど、そこら辺は分かるように、

また、価値が皆さんに認めてもらえるような動きをこれからしっかりお願いしたいという

ふうに、これは要望でお願いしたいと思います。以上です。

○西野委員長 ほかにございませんか。

中田委員。

○中田委員 私も意見も含めてちょっと申し上げときたいのは、私は正直言って、どっち

みちアスベスト対策も含めてやって、その耐用年数っていうのがあるわけで、この在り方

としては先送りされた感がやっぱり強いです、結論を。この問題は、実はずっと前から、

文化財にするときから議論になって、指定するときから、それで、ずっとそのまま来たけ

ど、いよいよどうするのかっていうのがまた火がついた形で来たけど、今回またこういう、

これから考えていきましょうになったっていう感が私は正直強いです。

道路としての通行のルートの問題とか機能としての問題っていうのがまずあるのと、そ

れから反対の中で、要はなくすのを反対するっていう中では、もちろんそこを通っていく

のが、現在使ってる方たちにとっては最善のルートだと思ってる人たち、あるいは最短だ

ったりっていうことと、それから文化財っていう視点があると思うんですよね。何百人、

調査して通行人の量も測定してましたよね。でも、あれって往復とかでしょ。片道そんだ

けの人が通ったって捉えていいわけじゃなくて、実際通った人の数でしょ。その数とコス

トパフォーマンスで考えると、実際には維持されることに対して全市民の理解が、要する

に納税者の理解が得られんといけんものとしてインフラは捉えないけんと思うんです。

文化財としては、もちろんああいう独特な構造の文化財としてっていうのが、そういう

今大義名分になってるけど、私は、これが文化財に指定するときにもう議員になっててそ

のときの議論等は知ってるので、残すことが先に決まってっていうか、その流れができて
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文化財になった流れっていうのが、やっぱり私はそれをずっと記憶として持ってますよ。

今、改めて文化財として評価して必要だって言うんだったら、やっぱりそれは、市民が多

大なお金をかけてでも残すべき文化財だっていうところは強く強調されていかないと、ル

ートや、要するに橋としての機能、道路としての機能で考えるんなら、僕は、もう新日野

橋のほうの歩道が狭かったり、車道との区分がちょっと危険を感じるというか、怖いとか

っていう問題の解消に、例えば歩道部分を広くしたり、区分を手すりっていうか、よくど

こでもやってるじゃないですか、鳥取なんか見ても頑丈なものがついてるし、そういった

改良を加えてちゃんとして通路としての確保をするほうが本当は道路管理する上では私は

重要なことだとむしろ思ってて、こっちにすごく長年お金をたくさん使うことよりも、日

野橋の歩道部分の改良をかけて、河川の両岸の道をきちっと確保することのほうが何ぼか

安全で便利な道に私はなると思いますよ。だって、あの先は、三差路っていうか、交差点

のとこで熊党のところで一緒のところになるわけだし、途中、曲がるとこだけじゃないで

すか、線路の下くぐって。反対側もそうですよね、どっちも東側も西側も。

だから、そういったところで、単純なノスタルジーで多額なお金をかけるっていうこと

については、やっぱり行政が考えるんであれば、きちっと合理的なコストとのＢバイＣで

すよね、ＢバイＣで都市整備部はやっぱり考えるべきだし、文化のほうは、それだけ残さ

なければいけない文化財としてのやっぱり価値をもっと出してもらわないと、なかなか全

市民的な理解が私は得られないと思いますよ。実際、例えば６００人の人が使う道路、橋

として何億もかけるっていうことの理解が得られるかどうか。今後いろんなものが、例え

ば料金の値上げだってしなきゃいけないことだって出てくるかもしれない、ほかのとこの

行政区のとこではね。そういったときに、こういったものを残していくことについてどう

向き合うかっていうのは、もっとやっぱり当局のほうも、それぞれ管理する目的が違うわ

けですから、都市整備部はインフラ機能として考えるし、文化は文化のほう、それぞれの

意見をしっかり持っていただかないと、こっちのほうで議論された結果だけを示されても

私は先送り感がやっぱりありますよ。そこら辺についてちょっと聞いときたいんですけど、

現時点でのあなたたちがこれを踏まえてどう考えているかっていうところ。

○西野委員長 伊達都市整備部長。

○伊達都市整備部長 今、中田委員さん言われたのが、言えば第三者委員会での一番重要

なところ、要はインフラとしての維持管理、それから文化財としての価値、これとのせめ

ぎ合いというか、それがこの検討委員会での重大なことでございました。

言えば、このインフラを管理する都市整備部といたしましては、その委員会の中でも言

ってます、たかだかという言い方はなんですけど、橋梁の維持管理、これで年間米子市は

大体２.２億円ぐらいを使っておる。それで、一気にかかるわけではないんですけれども、

平均すると日野橋だけで年間７,０００万円ぐらいかかる。この経費を、全体で２.２億円

しかないのに７,０００万円、これをかけてずっと維持していくか、それぐらいの今の文化

的な価値があるかっていうのが都市整備部が聞きたかったこと、それを第三者委員会でい

ろいろ協議をしていただいて、文化的なちょっと意識を持った方は残さないけんとかって

いうこともあるんですけども、言い方としては利活用っていう話もちょっといただいてお

ります。というのが、日野橋だけでは、写真を撮る、そんなところ、または写真を撮るた

めに車を止められて交通のいろいろものが、渋滞じゃないですけども、迷惑がかかっとる、
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そういったようなところで、言わば日野橋だけでは稼げない。稼げないんだけども、その

ぐらいの価値があるかどうかっていうところをいろいろ協議をしていただいたっていうと

こで私は認識をしとるところでございます。

大塚課長が申し上げましたように、今、大規模な修繕をかけさせていただく、これで約

２０年間っていうところが猶予をいただいとるかなと。これを今後、市長、副市長ととも

に、今回の答申というか、報告をいただいた執行部としての意思は決定していきますけれ

ども、おおむねそういった猶予もいただいておるというところでの判断を今回はさせては

いただくんですけれども、やはり、例えば延ばすという今回意見が出たと、意見というか、

方針が出たというところにしたって、じゃあ、今後、この日野橋を、文化的な価値ですね、

インフラについては、今、中田委員さんが言われたように、じゃあ、新日野橋を強化すれ

ばいいじゃないか、そのとおりの話で、そういったところも、そのほうが安かったりはす

るんで、そういったところじゃなくて、文化的価値、例えば先延ばしをさせていただいた

ら、その中でどのくらい高まっていくか、そういったものを今後検討していかないけんと

いうとこでは考えておるところでございますんで、その状況を見て、先送りということに

なれば、その時点での判断になろうかと思いますけども、今後どのくらい価値が高まって

いくのか。

ただ、これは公主導ではなかなか難しいところもあります。それを私も委員会のほうで

は言わせていただいたんですけども、できれば民間主導でしていただかないと、公だと、

もう一時的な話、継続するっていうことがなかなか難しいというところがあるんで、民間

と一緒になってするっていうような仕掛けができればなというとこは提案をさせていただ

いたところではありますけれども、そういった状況を先を見据えながら、今回また判断を

市長、副市長といろいろこの意見の中身を見ながら判断をさせていただきたいということ

で考えておるところでございます。

（「文化のほうは特にいいですか。よかったら僕がしゃべるけど。」と中田委員）

○西野委員長 ほかありますか。よろしいですか。

中田委員。

○中田委員 都市整備部長としてはそうだと思います。例えば、あれが本当に代替不可能

な通路のラインっていうか、動線なのかっていうね。例えば、少人数しか使わない地下道

とかも市内には何か所かありますよ。でも、それは、例えば平面交差の歩道を横断歩道を

取って車両の通行を抑止したりとか、そういった代替が利かないとか、両方を併せ持つこ

とがなかなか難しい場所なんかで地下道を整備したりとか、通行人、自転車や歩行者は地

下道を通るような交差点に改良したりとか、だけど、実際にはみんなあんまり通りたがら

んであんまり通ってない地下道とかもありますよ、気持ち悪がってね。だけど、それは構

造上、代替が利かないようなところが多いですよね。とか、ある種きちっとした目的があ

ってそういう地下道になってると。

そういうものとこれって違うので、文化財価値っていうのは残していけば残していくほ

ど価値は上昇すると僕は思ってる、本来は。古くなればなるほど残ってれば価値は上がっ

てくると僕は思う。それが、日野橋がそういう文化的価値があるのかどうなのか。それか

ら、例えば公会堂だったら、村野藤吾だとか有名な設計士が造ったものだということで、

あれも大議論になりましたよね、残すことに対して。だけど、そういった非常に設計士自
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体が有名な方のものっていうことも含めて、文化的価値を認めて残す選択をした。新たに

建てることにもすごいお金がかかるっていうことも含めてですよ。山陰歴史館だって、日

比谷公会堂とか大隈重信の記念堂とか造ってる設計士が造った代物で、それだけの価値が

あって代替が利かない、そういった歴史的価値があるから、古く維持されてればされてる

ほど価値が上がりますよね。そういったものとしてこの日野橋を捉えていいのか、そこは

しっかり今後説明してほしい、そのことは要望しておきます。

私は、これを残すときの最初文化財に指定するとき、もう議員になってたので、正直そ

のときは私は反対だったけど、残す選択をした。でも、そのときの議員だから、残してき

たことがよかったかどうかっていうことは、私は実はそれを背負って議員活動してるんで

すよ。私は残さないほうがよかったと思ってる、個人的には。別な方法で、さっき言った

ように、新日野橋というか、９号線側のところを強化したほうがよかったと私は今でも思

ってます。だからこの問題は、ずっとこの二十何年間かな、２０年そうやってきたので、

余計に今後また２０年間先送りすることが、さっき言った７,０００万円も使うものとして、

維持管理、いいのかっていうことはやっぱり自分の中でもすとんとこないので、しっかり

その辺については定期的に説明をしてほしいと思います。よろしくお願いします。要望し

ておきます。

○西野委員長 ほかにございませんか。

津田委員。

○津田委員 今、中田委員から先送りとかという話も出ましたけれども、この在り方検討

会、次の在り方検討会についてなんですけれども、２０年後に計画ということでここイメ

ージということで書かれておりますけれども、これについては妥当な年数なんでしょうか。

それとも、ここで決めて、また時間切れだ、ほんじゃあ、また次どうするのかっていうの

がこの後の５年間とかで判断できるかっていうのが、ちょっと私自身、本当に腑に落ちん

ところでございまして、もうちょっと早くとか、そういう検討をこういう先にしてもいい

もんかっていうのがありまして、ちょっと考えをお聞かせ願えませんでしょうか。

○西野委員長 足立道路整備課長補佐。

○足立道路整備課長補佐兼交通安全施設担当課長補佐 現在させていただいてます修繕

工事の修繕で使用する塗装の耐用年数が約２０年というところなんですけども、５年置き

の法定点検を今後繰り返していきます。およそ２０年後の法定点検の１個手前の目安、１

５年目というところを一つの目安としまして、その１５年目の法定点検の結果を見ながら、

来る２０年目の状況を推測しながら、そのときのいろんな方々集まっていただいて今回の

ような検討を進めていきたいというのを、委員会を設置したいなというのが今の思ってる

ところでございます。以上です。

○西野委員長 伊達都市整備部長。

○伊達都市整備部長 先ほど足立補佐のほうからありましたけども、５年ごとの法定点検

でございます。これで、またちょっといろんなことが判断があって、悪いような判断があ

るようだったら、もう早め早めに手を打っていかないけんということでは考えとりますん

で、あくまでもこれは目安でございます。健全、健全ということで来て、５年後、健全で

ずっと来たら、５年前ぐらいでっていうところで考えとるとこですけども、５年ごとの法

定点検で、またその結果を見ながらこの時期については考えさせていただきたいというと
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こで思っておるとこでございます。以上です。

○西野委員長 津田委員。

○津田委員 部長のそういう考え方が、また途中で変わるというようなことも御答弁であ

りましたので、これが本当に先にあるわけではなくて、補修を行ったりとか、法定点検で

いろいろなことも考えてこの年数がまた変わってくるということだということで、これは

あくまでもこういうイメージで書いてるっていうことで、分かりました。

○西野委員長 よろしいですか。

○津田委員 はい。

○西野委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○西野委員長 ないようですので、本件については終了いたします。

都市経済委員会を暫時休憩します。

午前１０時５８分 休憩

午前１１時００分 再開

○西野委員長 都市経済委員会を再開いたします。

次に、経済部から５件の報告がございます。

初めに、米子市関西事務所副所長の任用について、当局からの報告をお願いします。

宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 それでは、米子市関西事務所副所長の任用について、お手元の資料

に沿いまして御説明をいたします。

米子市関西事務所は、関西圏における本市の拠点といたしまして、鳥取県関西本部内に

設置をしております。関西事務所設置の主な目的は、企業誘致活動、観光宣伝、各種情報

収集等でございます。また、地元の高等学校や高専の同窓会等との連絡調整を行うことに

よりまして、企業誘致の情報収集チャネルとして、また、ふるさと振興に御協力をいただ

くことも重要な目的の一つと考えております。関西事務所の常駐職員は、前任者の年齢の

面や新型コロナ感染症の影響などによりまして令和５年度から不在となっておりましたが、

このたび地元高校の同窓会から御推薦をいただきまして、新たに副所長を任用する運びと

なりました。

なお、米子市関西事務所長につきましては、現在、経済戦略課長が兼務をしております。

次に、任用でございますが、新たに任用する職員は、６８歳の男性で、米子工業高等専

門学校出身、卒業後、関西の大手機械メーカーに入社され、部長職にて退職をされていら

っしゃいます。現在は複数の業界団体の役員として活躍をされ、関西圏の経済界に豊富な

経験と幅広い人脈をお持ちでいらっしゃいます。既に１０月１日から勤務をしていただい

ておりまして、任用形態は会計年度任用短時間勤務職員でございます。勤務時間につきま

しては、当初は月４０時間での勤務としております。これは、先ほど申し上げましたとお

り、御本人が現在、業界団体の役員など市の業務以外も兼任をされているためでございま

して、予定ではございますが、令和９年度からは週３０時間勤務に変更をいたしまして、

より一層本市の業務に力を注いでいただくこととしております。

最後に、３の米子市関西事務所の実務内容についてでございますが、副所長には、その

豊富な御経験と人脈を生かしていただきまして、以下の業務に当たっていただきます。ま
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ず、重点項目であります企業誘致でございます。関西圏の企業や金融機関等への積極的な

訪問による誘致活動や情報収集はもとより、既に進出をいただいている企業へのきめ細か

なフォローアップや、その企業などの投資動向の把握も行います。また、鳥取県関西本部

の誘致担当者と連携を強化いたしまして、県や関係団体と一体となりまして誘致活動を強

力に推進してまいります。

また、このほか、観光及び物産の宣伝、紹介、本市行政に必要な情報収集、調査、他自

治体、商工団体との関係構築、各種同窓会などの連絡調整といった、これまでの業務の強

化・継続に加えまして、移住定住事業や大学合宿の誘致など、これまで米子市関西事務所

として取り組めていなかった事業にも積極的に取り組んでまいります。このたびの任用に

よりまして、米子市関西事務所の企業誘致をはじめとする各分野での機能を再構築し、関

西圏における本市の情報収集、発信力の対応を強化し、成果につなげてまいる所存でござ

います。

説明は以上でございます。

○西野委員長 当局からの報告は終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見を求めます。

稲田委員。

○稲田委員 ２つですね。１つ目は要望ぐらいですけど、大きい３の⑥ですね、移住定住、

大学合宿の誘致、これまでに取り組んでない事業の開拓、いわゆるソフト面というか、企

業を呼んでくると箱物が必要になりますけど、これはそういったものは必要ないと思いま

すんで、これはぜひ頑張ってくださいと要望だけしておきます。

同じ項の①なんですが、こちらが伺いたいことなんですけど、企業誘致に関することで

過去も関西事務所が起点となって誘致があった実績は説明もあったり、たしか議会にも一

度、委員会かな、お越しになったことも、かなり前ですけど、あったと記憶してます。現

状、企業誘致をするに当たってどういった企業を考えられていくのか。というのは、米子

市、あんまり今、すぐ土地が用意できるわけでもない状況がある中で、うまく話が進んで

も、いやあ、用地の獲得、造成に何年もかかりますわっていうことじゃかなり効率が悪い

と思いますので、その辺りはどういうイメージをお持ちなのか、ちょっとこれ確認してお

きたいので、伺いたいと思います。お願いします。

○西野委員長 宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 ハローワークさんなどに聞きましても、工場だとか、そういったと

ころで働きたいというお声以上に、ＩＴ系ですとか事務系の御希望を持ってらっしゃる方

というのが非常に多いということですので、駅前通りにも空きオフィスたくさんあります。

そういった情報も我々収集をしております。ですので、そういったところに入っていただ

けるようなＩＴ系の企業さんだとか、そういったところにも幅広く声をかけたいなという

ふうに思ってはおります。以上です。

○西野委員長 稲田委員。

○稲田委員 恐らく箱物が大きいものより、先ほどの情報系のほうがひとまずは誘致も、

しやすいと言ったら語弊があるかもしれませんけど、成立具合も高いのかなと思いますの

で、よろしくお願いします。これがまだスタートですので、また時期を見て報告なり、あ

るいは今回来ていただいた企業は、かくかくしかじかの理由で、例えば関西事務所が起点
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となったものでありますとかっていうのは必ず報告に入れていただきたいなと、そこがな

いと我々もなかなか知る機会がないですので、これはお願いしておきます。以上です。

○西野委員長 ほかにございませんか。

錦織委員。

○錦織委員 すみません、関西事務所そのものの米子市の人員配置っていうのはどうなっ

てるんですか。派遣っていうか。

○西野委員長 宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 米子市の関西事務所としては、今、御説明させていただいたお一人

だけになっております。

○西野委員長 錦織委員。

○錦織委員 県に関西事務所っていうのがあるので、そこの場所に、何か同じような、い

ろんなところから県内の自治体が来て事務所にいるっていうイメージなんですかね。

○西野委員長 宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 鳥取県関西本部の中に、鳥取市、それから八頭町、それから米子市、

この３市町の職員が常駐をしてるという格好になっております。

○西野委員長 錦織委員。

○錦織委員 それが、今で言う副所長がそこに勤務してるのは、米子市はもう副所長しか

いないっていうことですか。

○西野委員長 宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 おっしゃるとおりです。

○錦織委員 分かりました。

○西野委員長 よろしいですか。

○錦織委員 はい、いいです。

○西野委員長 ほかにございますか。

田村委員。

○田村委員 私も同じことを聞こうと思ってたんですけど、なぜ所長じゃないんでしょう

か。

○西野委員長 宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 前任者が週４０時間の勤務をしていた時代は、所長さんとして勤務

をしていただいておりました。コロナ感染症が流行し出してなかなか勤務ができないとい

うところで、勤務時間をきゅっと短くさせていただいたタイミングで副所長さんという肩

書にさせていただいてました。その後、年齢的な問題もありましてリタイアをされまして

しばらく間が空いておりましたけれども、また月４０時間の勤務ということで副所長とし

て新しい方に復帰をしていただきまして、先ほども御説明しましたけれども、令和９年度

からは週３０時間の勤務ということで、その際には、また所長さんという肩書で活躍をし

ていただきたいなというふうに考えております。

○西野委員長 田村委員。

○田村委員 ２年後ということになるともう７０歳を超えられるんですけれども、それで

もよろしいでしょうかね。

○西野委員長 宮本経済戦略課長。
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○宮本経済戦略課長 年齢の部分はこちらも承知をしておりまして、御本人さんも地元に

貢献をしたいという熱意が非常にある方でいらっしゃいますので、できる限り続けていた

だきたいなと思っております。

○西野委員長 田村委員。

○田村委員 それはよく分かりました。この方お一人ということなんですけど、この方に

対する市の勤怠管理というのはどなたがどのようにされるんでしょうか。

○西野委員長 宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 経済戦略課のほうで勤怠の管理はしておりまして、毎日、業務日報

を書いていただいて送っていただくというところで確認をさせていただいております。

（「業務日報。」と田村委員）

○西野委員長 田村委員。

○田村委員 分かりました。その人を信じてというか、いうことでしかないんでしょうけ

ども、要はその方が実際にどのような動きをされてっていうのについて、日報頼みってい

うのはちょっといかがかなというふうに思いました。しっかりとその方の動きっていうの

は、市の任用を受けてらっしゃるわけですので、その範疇で、御自身の好きなような動き

をされて日報は出すっていうようなことが絶対ないように管理のほうをしっかりお願いし

たいです。以上です。

○西野委員長 ほかにございませんか。

津田委員。

○津田委員 ５年度は常駐職員さんが不在になってたっていうことで、経済戦略課の職員

さんが出張によるというふうに書かれておりますけど、大体どのぐらいの時間を行かれて、

それで、その仕事っていうのがちゃんとできていたのかどうかっていうのがちょっと知り

たいんですけれども。

○西野委員長 宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 定期的に関西のほうに出張していたというわけでもありませんで、

例えば企業さんからお問合せがあったりですとか、そういったときに材料をそろえて御説

明に向かうとかいうような感じで行ってましたので、月に１回程度は必ず行っていたとい

う感じでございます。

○西野委員長 津田委員。

○津田委員 そうすると、それで十分仕事ができてたっていうふうに私はちょっと感じる

ところなんですけれども、実際、先ほどからそういうお話がされておられれば、非常にい

ろんな企業だとか、そういうところに熱い思いもある方だというようなことでお聞きした

んですけれども、必ずその人がいないといけないのかっていうような形にどうしても取っ

てしまうし、それからあと、おられるんだったら、先ほどの話で、日報だけではなくて、

何回か１回に、こちらの本市のほうから出向いて、そういう何かどういうことをされてい

るのかとかっていう確認とか、そういうのもされるのかっていうのをお聞きしたいんです

が。

○西野委員長 宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 もちろんこちらからも出張して関西事務所のほうで一緒に企業訪

問とかはしますので、副所長さんがどういった動きをされてるかっていうのは当然確認は
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させていただくことになっております。

いなくてもいいんじゃないかという御意見につきましては、受け身になってしまいます、

米子市で待っていると。なかなか攻めの営業ができないというところもありますし、情報

収集もやはりちょっとタイミングが遅れてしまうということもありますので、関西に常駐

の職員がいるということの重要性というのは我々としては大きいんじゃないかなというふ

うに思っております。

○西野委員長 津田委員。

○津田委員 そういう熱い思いがある人ですので、米子市のほうでもそういうふうなこと

でということで、分かりました。

○西野委員長 中田委員。

○中田委員 この勤務形態とか勤務のことについてはイメージがなかなかしにくいとは

思うんだけど、別に在庫管理しとるような仕事をしとるわけじゃないわけで、こっちの企

業誘致だったり、いろいろ効果的に効果が出るようなことに資する人脈を維持、拡大して

いったりとか、それから向こうの関西を中心とした企業ニーズの把握を次々とアップロー

ドしていくそういった仕事なので、通常の常勤の何か事務的なことをやるような仕事とは

違うので、そういったことを活動してもらうっていうことは私は非常に柔軟性がないとで

きない仕事だと思ってて、なかなかちょっと事務所というふうに考えるとイメージしにく

いんだけど、そういったことの目的に沿って仕事をしていただければ、人脈のある方が一

番いいわけで、その人脈を通じていろいろリスク分散もこれから関西のほうも恐らく考え

ていくと思いますので、先ほどちょっと工場とか、そういった生産、二次産業の話をちら

っとしましたけど、私は二次産業も移転も含めたリスク分散の時期だと思うので、早め早

めから情報収集していただいて、ニーズ把握を早くからアプローチかけれるようにしてお

くようなぜひ御活躍を期待しておりますので、その辺についてまたお伝えくださいませ。

以上です。

○西野委員長 よろしいですか。

今城委員。

○今城委員 皆さんおっしゃった後ですので、何か重ねてっていうことになっちゃいそう

な気もしますけど、２年半常勤での職員がおられなかったっていうことを考えると、とて

もいい方に来ていただくことになったなっていうふうには思っていますが、この今日の報

告の中で、設置目的のところにも、各種同窓会等との連絡調整を密にっていうことですと

か、あと、最後のところの関西事務所の実務内容っていうところにも、５番目として各種

同窓会などの連絡調整にっていうふうに書いてあって、これまでの勤務の概略とかから考

えると、先ほどからも話がある人脈等々ということが、地元関西っていうか、関西での経

済界という意味での人脈っていうところはきっとあるのでしょうねというふうには推察す

るとこなんですけれども、それと同時に、こちら米子も含めての人脈っていうとこでやっ

ぱり同窓会っていうのは大きいかなと思うんです。

ただし、関西米城会がどうなってるかっていうことはちょっと私も今状況が分からない

んですけども、関西翠会は、高齢化ということと、新しい会員を発掘というか、見つける

ことが困難という、要するにネットワーク化ができていないっていう意味での今休止状態

になっているということと、関東の翠会も、先日、何とかネットワークが広げれないだろ
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うかということで、会長とか役員の皆さんが、関東米城会、あと、同時に米工会も一緒に

なってそこに行ってネットワークを広げるっていうふうにしたっていうふうにも伺ってい

たりして、実際、写真も送られてきたりとかしてるんですけれど、ということになると、

やっぱりここにあるとこの各種同窓会などの連絡調整っていうものが、具体的にどういう

ふうな形でネットワーク化や、また、ちょっと休止状態とか高齢化の皆さんだけで運用さ

れ始めているような感じで、要は運用できないからなんですけれど、そういうところをど

う構築して人脈をつくり、人がいれば、例えば企業がこちらに来るっていうとき、一緒に

帰ってきたいとかっていうような人たちも本当はいるかもしれないと思うんですけど、そ

こへの情報発信や、そことのネットワーク化っていうのが今ちょっとできてないなってい

うふうに思っていて、せっかくこの業務の内容としてのこととして実務の内容がこういう

ことがうたわれているというか、こういうこともお願いしたいということなのであれば、

その辺あたりをどういうふうにこちらが考えているかっていうことや、どういう動きが今

後できるのかっていうことや、実際こういうことが本当に一人でできるのかっていうこと

や、その辺に関してのことはどういうふうにお考えなんでしょうか。

○西野委員長 宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 おっしゃるように、一人でなかなかしんどいかなとは思います。前

任者の時代に伯友会という組織がありまして、各学校の同窓会を取りまとめるような団体

がありまして、そういった活動もしてたんですけれども、今回、前任者が辞められるに当

たって、今、活動休止中なんですね。また新たに人が常駐するようになりましたので、そ

ういった動きのほうももう一回再始動させてみたいなとは思っております。

地元に帰りたい若者の情報源としての同窓会というのは非常に我々も重要だと思ってま

して、今それこそ、この副所長さん米子高専卒なんですけど、米子高専のほうの同窓会で

は、そういった、今、関西にいるんだけども、米子に帰りたいけど、就職先がないけど、

どうしたらいいんだろうというような相談に乗っていただけるような体制をつくろうとさ

れておられます。ちょっとその動きも見ながら、ほかの同窓会でもこういった取組ができ

ませんかというような働きかけもしてみたいなというふうには思っております。

○西野委員長 今城委員。

○今城委員 分かりました。ぜひそこら辺あたりは、本当はそれぞれの同窓会がちゃんと

できればいいんですけれど、実際、高齢化とともにネットワークつくるのがなかなか高齢

者は難しいっていうところもあったりとかして、すごく頑張ろうとしていらっしゃってる

何人かの方たちが御苦労されているかなっていうふうに見たりしてますので、しっかりそ

こら辺のフォローとか、あと、具現化できる具体の動き始めれるっていうところまで力を

貸していただければ、あとは、同窓会のためにやってるようだけど、結果的には回って米

子市のためになるっていうふうな方向性に持っていっていただければ、なおよしかなとい

うふうに思いますので、ぜひお力貸してくださるようにお願いします。以上です。

○西野委員長 ほかにございませんか。

森谷委員。

○森谷委員 重ねた質問になるかもしれませんけど、新規採用職員、１０月１日から採用

ということなんですけど、令和５年、前の前任者の方は何年ぐらい所長とか副所長として

のお仕事をされたのかということとか、実務内容が１から６までありますけど、前任者の
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任期中にどういう実績を上げられたのかという一つの報告書とかレポートというのは確認

できるもんでしょうか。

○西野委員長 宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 前任者は約１０年程度だということで記憶をしております。

実績等ということですけど、その取りまとめたものというのは実際今ないです。ただ、

前任者も日報を作っていただいておりますので、そのまとめたものというか、日報は全て

保管はしてあります。

○西野委員長 森谷委員。

○森谷委員 新規の任用職員の方がこの１からの６の実務内容をされるんでしょうけど、

前任者がどういう一つの実績を出されたのかっていうことが分かった分だけイメージが期

待できると思いますので、もしそういったものが分かれば、ちょっと報告をお願いしたい

と思います。難しいでしょうかね。こういう成果を上げたとか、何かそういう…。

○西野委員長 後日でもいいですけど、資料の提供は。

（「分かりました。」と宮本経済戦略課長）

よろしくお願いします。

○森谷委員 よろしくお願いいたします。

○西野委員長 ほかにございませんか。

中田委員。

○中田委員 ちょっとすみません、もう一つだけ。今出たようなやつは、企業誘致なんか

の例えば企業の動きの早い段階の情報なんてオープンにできんことがいっぱいあって、水

面下でいろいろ交渉しなきゃいけなかったり、段取りを進めなきゃいけないこともあるの

で、なかなか難しいことも多々あると思うんですけど、この最後の⑥に書いてあるとこの

大学合宿の誘致などというところがあって、これ大学合宿に限らず、今日、成田課長がこ

こにいらっしゃるけど、東京オリンピックが１年流れたときに、例えばボクシングの女子

ナショナルチームは米子で合宿をしたんですけど、そのときに、インドアの施設トレーニ

ングはどこでもできると。だけど、ここは非常にアウトドアでのトレーニング環境に優れ

てるっていうことと、彼女たちは、１年延びたので減量が必要なくなって、非常に食事が

おいしいっていうことを盛んに当時言ってて、ほかのスポーツも含めて合宿するには絶好

の環境だっていうことを言ってました。

ほかの競技も、どんどんキャンプだとか合宿だとかって、そういったことを誘致すれば

いいなという話も当時もしてたんですけど、今度、令和９年度にアリーナができるってい

うことで、そういった部分の環境もそこが変わってくると思うので、それも一つ視野に入

れて、大学合宿に限らず、そういうキャンプだとか合宿だとかっていうこともぜひ視野に

入れていただければと思うんですけど、いかがですかね。

○西野委員長 成田スポーツ振興課長。

○成田経済部次長兼スポーツ振興課長 合宿についてなんですけれども、もちろん大学の

チームの合宿というのも進めていきたいと思いますが、大人の方の合宿というのもできれ

ばやっていきたいというふうに思っております。当地は結構合宿というのは今しておられ

まして、つい先ほど、今、東京デフリンピックが開催されてるんですけども、そちらの韓

国の柔道チームの合宿が米子の県営武道館でありまして、その際にも、皆生温泉に泊まら
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れたんですけれども、温泉を楽しんでいただいたのと、あと、食べ物についても大変喜ん

でおられたということと、あとは、弓ヶ浜サイクリングコースをジョギングコースで活用

されたりですとか、すごく気に入っていただいて、またぜひ来たいというような言葉もい

ただいております。

そのほかも合宿の話というのは、天理大学の柔道部が今年度３月に合宿されるという話

も聞いておりますし、そういったニーズというのはあると思いますんで、大学に限らず、

社会人の方の合宿の誘致というのもお願いしていただきたいなというふうに思っておりま

す。以上です。

○西野委員長 宮本経済戦略課長。

○宮本経済戦略課長 すみません。確かに大学の合宿となると単価が安くなりがちですの

で、なかなか例えば皆生温泉だとかっていうことになるとマッチングがしづらいかなとい

うふうに思っておりましたので、今すばらしいアドバイスをいただきましたので、そうい

った方面からもちょっと攻めていきたいなと思いますし、合宿というのではないんですけ

れども、企業さんの新入社員研修ですとか、そういった方向も我々としてはちょっと目指

していきたいなということを考えておりますので、関西事務所のほうでもそういった取組

をしていきたいなと思っております。以上です。

○西野委員長 中田委員。

○中田委員 最後のところを実は言おうかと思ってて、私が就職したときに三瓶のほうま

で行かされたっていう経験があるんですけど、それで、そういうのもやっぱりいいと思い

ますし、例えば野球だと、キャンプを誘致してる九州や沖縄方面なんていうのは、すごい

消費も観光客も含めて一つの経済活動に大きくつながっていたりします。ですから、これ

から、いろんな競技もありますし、そういったスポーツ関連のとこや、それから先ほど出

た企業関連のいろんな形での来訪というのはあり得るので、そういったところも含めてぜ

ひ活動の視野に入れていただけばと思います。よろしくお願いします。以上です。

○西野委員長 ほかに……。

若林経済部長。

○若林経済部長兼農林水産振興局長 最後に、様々な御提案いただきまして、ありがとう

ございます。実は私が経済戦略課長のときにコロナで活動が止まりまして、関西事務所の

在り方を検討してまいりました。そんな中で、経済戦略課の所管というわけではなく、経

済部全体の関西事務所という位置づけで、先ほどから御提案がありましたように、ここに

掲げてあります観光、スポーツ、文化、それから同窓会は、これは現在でいうと総合政策

部、移住定住も総合政策部ですけど、これらに関しましても、これまでもそこに関しては

連携してたんですけど、部全体の組織として運用していきたいと考えておりますので、引

き続き御指導をよろしくお願いいたします。

○西野委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○西野委員長 ないようですので、本件については終了いたします。

次に、米子駅前ショッピングセンターに係るイオンリテール株式会社との転貸借契約に

関する協議について、当局からの報告をお願いします。

坂隠経済部次長。
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○坂隠経済部次長兼商工課長 それでは、米子駅前ショッピングセンターに係るイオンリ

テール株式会社との転貸借契約に関する協議について御説明をさせていただきます。

資料のほうを御覧ください。米子市が所有いたします米子駅前ショッピングセンターに

関しまして、イオンリテール株式会社と米子市開発公社、本市との間で締結している転貸

借契約について、現在、令和８年４月以降の契約条件に関する協議を進めておりまして、

その状況等について御報告をさせていただきます。

まず、これまでの経過でございます。記載をしております契約に至った経緯でございま

すが、当時、イオン米子駅前店が経営不振に陥っていましたことから、同店の営業を維持

存続させたいという考えの下、イオン側から土地、建物をイオンが取得し、市に寄附、市

が開発公社へ貸し付け、その後、開発公社がイオンに転貸するという経営スキームが提案

されました。この提案を受け入れなければ、イオン米子駅前店が閉店する可能性があった

ということから、米子駅周辺のにぎわいの維持や、店舗で働かれている従業員の雇用の維

持を目的として関係各所との協議を重ね、市として提案を受け入れたものでございます。

このような経過を踏まえまして、平成２８年２月に米子市と開発公社との間で、店舗建物

及び立体駐車場建物並びにその敷地に関する賃貸借契約を締結いたしまして、同月にイオ

ンリテール、開発公社及び米子市の３者間で建物一部転貸借契約を締結したところでござ

います。

次に、契約締結後の経過でございます。平成２８年の契約締結後の建物調査により、老

朽化に伴う大規模修繕費や将来的な建物解体費が当初の想定を上回る規模で必要となる見

込みが判明いたしましたことから、市及び開発公社からイオンリテールに対し賃料増額を

要望し、協議を重ねてまいりましたけれども、結果といたしましては、イオン側のほうか

ら、契約賃料は、市、公社、イオン３者で十分な協議検討を行った上で設定されたもので

あるということで、イオンのみが不足額を負担する合理性はないということで、応じてい

ただけなかったという経過がございました。

次に、現在の協議の状況でございます。令和８年３月末となっております現行契約の期

限が近づいてることを踏まえまして、令和８年４月以降の次期契約における賃料について

協議を進めてるところでございます。今回の協議に当たっては、市といたしまして、適正

な賃料について客観的な根拠に基づくことが重要であるという認識の下、不動産鑑定評価

を取得し、これを基礎資料として協議を行っているところでございます。

現在の転貸借契約の主な内容につきましては、記載のとおりでございます。

最後に、今後の協議方針等でございますが、今後は、市及びイオンリテールのそれぞれ

で取得をした不動産鑑定評価の結果を踏まえ、同施設が米子駅前周辺エリアの活性化に果

たす役割も考慮しながら、次期契約における賃料水準について協議を進めてまいります。

協議のほうが調いましたら、改めて議会のほうに御報告をさせていただきます。

報告は以上です。

○西野委員長 当局からの報告は終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見を求めます。

〔「なし」と声あり〕

○西野委員長 ないようですので、本件については終了いたします。

次に、指定管理者候補者の選定結果について（観光課）。
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当局からの報告をお願いします。

田仲観光課長。

○田仲観光課長 そういたしますと、令和８年度に指定管理者の更新を予定しております

米子市観光センターにつきまして、候補者の選定結果を報告いたします。

本件につきましては、７月の都市経済委員会において適用方針を報告しまして、その後、

１０月１６日に行われました米子市指定管理者候補者選定委員会の答申を踏まえて候補者

を選定いたしました。

選定結果でございますが、米子市観光センターにつきましては、皆生温泉旅館組合を指

定管理者候補者として選定することになりました。

選定方法は、公募ではなく、特定の法人等を選定しました。

その理由でございますが、資料の３ページに記載のとおりでございます。観光センター

は、皆生温泉の観光振興を図るために設置された施設でございまして、今まで皆生温泉旅

館組合が、温泉地の魅力向上や観光地宣伝など、皆生温泉活性化の中心的な役割を担って

きた団体であること、また、観光センターがオープンしました昭和５８年以降、本市から

の委託業務を経て指定管理業務に約２０年間携わり、建物の管理業務等を行ってきた実績

がございます。加えて、観光センターには旅館組合の事務所がテナントとして入居してお

りまして、旅館組合業務と指定管理業務を一体的に管理することで経費負担を抑え、低廉

な指定管理料での運営が可能であるという理由から指定管理者として最も適当な事業者で

あると判断しまして、皆生温泉旅館組合を選定いたしました。

お手元の資料ですけども、２ページ目と今説明しました３ページ目が米子市指定管理者

候補者選定委員会の答申書でございます。４ページ目以降は、選定結果の一覧表や評定票

など、諮問に係る資料を添付してございます。

なお、指定管理者の指定につきましては、１２月の定例会に関係議案を上程させていた

だきます。

説明は以上でございます。

○西野委員長 当局からの報告は終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見を求めます。

錦織委員。

○錦織委員 この５ページの指定管理者の候補選定基準の評定票っていうんですね、これ

見ますと、人件費の圧縮による相当な経費の節減となっていますということなんですけど

も、経費節減率が５.６％ということで、ただ、人件費の圧縮っていうことはあるんですけ

ど、圧縮でいいのかなって。今、人件費を、賃金を上げないといけないとかいろいろある

んですけど、そういう賃金上昇などは加味されているんでしょうか、適正に。そこをちょ

っと伺いたいと思いますけど。

○西野委員長 田仲観光課長。

○田仲観光課長 今回の指定管理の賃金につきましては、令和７年度からそういった人件

費の上昇部分も加味しまして計算させていただいております。また、今後５年間の人件費

につきましても年々上がるような試算でさせていただいてるとこでございます。以上です。

○西野委員長 錦織委員。

○錦織委員 あまり人件費を圧縮するっていうことになると、やっぱり働く人たちの身分
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保障っていうか、そういうことにも関わる、意欲にも関わりますので、年々上昇するとい

うことで組まれてるっていうことで、了とします。

○西野委員長 よろしいですか。

○錦織委員 はい。

○西野委員長 ほかにございませんか。

中田委員。

○中田委員 ちょっと一つだけ。要は、同じところがやってるから、前回に比べると普通

がつくのは言ってみれば当たり前で、評価としてね。そうすると、今後の契約に向けて特

に注文をつけたり、あるいは観光振興に期するために何か新しい視点っていうか、水準的

に、要求水準って言っていいのかどうか分かんないけど、要求したことっていうのはある

んですか。

○西野委員長 田仲観光課長。

○田仲観光課長 今、観光センターを管理しております皆生温泉旅館組合、自主事業に

多々取り組んでおられます。例えばレンタサイクル事業であったり、あとは土産物販売事

業、そういったところを今後も充実していただきまして、観光客の方の満足度向上につな

がるような、そういった今後の取組はお願いさせていただいてるところでございます。以

上です。

○西野委員長 中田委員。

○中田委員 それと、要は皆生温泉の旅館を宿泊としての目的にはマッチングはもろにす

ると思うんですけど、皆生温泉の海岸というか、景観も含めて訪れた人たちが圏域観光を

する際に、有効な情報の提供だったり、例えばインバウンドの対応だったり、そういった

機能として見たときにはどうなんですかね。

○西野委員長 田仲観光課長。

○田仲観光課長 以前からなんですけども、観光センターのほうでは、観光案内業務とい

うことで、国内の観光を中心でさせていただいております。ただ、近年、確かにインバウ

ンドのお客さんも増えてきておりまして、なかなか外国語をしゃべれる職員っていうのは

今いない状況でございますけども、ポケトークなんかを利用しまして外国語の対応をさせ

ていただいております。やはり皆生温泉を訪れる海外の方も今の状況で増えつつあるって

いうようなところではございますので、引き続き、そういった体制整備につきましては市

のほうでも協力しながら進めていきたいという具合に考えております。以上です。

○西野委員長 中田委員。

○中田委員 ちょっと従業員とか含めて旅館の関係者から聞くとこによると、この年末も

含めてですけど、宿泊の団体規模の人数は減ってきとるし、客単価は抑えとるしみたいな

ことで、旅行形態や宿泊形態が変わってきたって言ってるんですよね。そういったものの

中でどう対応する観光センターなのかっていう、ここの役割というか、どういう機能を持

たせるかっていうところにも、やっぱり今後新しい形の視点を入れていかなきゃいけない

と私は思うんですけど。要は旅館組合さんの、自分のとこがそれぞれ持っておられるとこ

ろを中心とした組合さんの視点がどこまでそれが機能するか私は分からないので、逆に、

こっち側からどういう機能を持ってもらうのかっていうとこの視点というのはないといけ

ないと思うんですけど、ぜひやっぱり契約に当たっては、今後の自主事業が単にレンタサ
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イクルだとかそういうことだけではなくて、どういう人を対象にするのかっていうことを

視点に入れた取組をしていただきたいって私は思うんですけど、いかがですか。

○西野委員長 田中観光課長。

○田仲観光課長 中田委員おっしゃるとおりでございまして、今やっぱりツアーのお客様

よりも個人で来られるお客様が増えてきております。そういった方が観光案内を求められ

て観光センターに寄られる形も多くなろうかなと思っております。その辺りにつきまして、

やはり旅館組合と協議しながら必要な体制を整えていけたらなという具合に思っとります。

以上です。

○中田委員 分かりました。いいです。

○西野委員長 ほかにございませんか。

今城委員。

○今城委員 毎回こういう形での、公募によらず特定の法人等を選定するっていうときに

よく出てくる話なのですけれども、これがいけないっていうわけではなく、きちっとした

選定委員会にもかけ、そして答申もいただいてるっていう意味からでは、別にそれはどう

っていうか、それはいいと思っていますが、そもそもとして公募によらず特定の法人等を

選定したというとこのメリットが、今日のお話とかであんまり見えてこないですよね。だ

からこそさっきの中田委員さんのお話だと思うんですけれども、これがいけないわけじゃ

なく、これでなければならない、これでいきたいんですっていう推しが皆さんから全く聞

こえてないっていうか、伝わらないっていうことがむしろすごく、お願いしとけばいいん

じゃないかっていう、自主的なことをしてくださるところだし、いいんじゃないかってい

うような、戦略的にここをどうやってインバウンドも含めての観光の拠点としてのやり方

としてやろうかっていうような、市としての観光への意欲を全く今感じんですよねってい

うところが一番の私はどうなんでしょうかっていう…。

もちろん仕掛けを全て市がしなければならないっていうわけではないと思うので、だか

らこそ自主的なものをしてくださってるところにいろんな形でお願いしていってるんです

っていうのはとてもよく分かるんですけれども、それはお願いしていってるんですって言

うだけで本当にいいんですかっていうのが、いつもいつも私たちの胸の中でもやもやする

っていうところがあるので、そこら辺に関しての考え方とかっていうところは、実際、文

化観光局、経済部としてどういうふうにしようと思ってらっしゃるのか。単純にこの施設

の運営ですって、その運営の在り方みたいな内容的なことはそちらにお願いしているし、

それなりに頑張ってくださってるからいいんじゃないかなみたいなじゃないところを私た

ちは教えてほしいから、だからこそここで数年間お願いできるっていうことについて、い

いですよねっていう判断ができるんじゃないかと私は思うんですけど、そこら辺に関する

考え方とか、推しですよね、いわゆる、どうなんでしょうねっていうのを伺っておきたい

と思います。

○西野委員長 石田文化観光局長。

○石田文化観光局長 旅館組合さんを選定しているというところでございますが、皆生温

泉エリアの旅館さんの連合体であるということで、皆生エリアの主役の一人の団体だとい

うことで過去２０年間施設を指定管理していただいてございますけれども、これは、やは

り皆生のエリアをしっかりとにぎわわせるための主役である旅館組合さんにお願いするこ
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とで、エリア全体への波及を望んでいるということでございますので、その辺りで、米子

市が旅館組合さんと一緒になりながら皆生温泉のエリアをしっかりと取り組んでいくとい

う姿勢は２０年前から基本的には変わっていないという中で、施設が変わっていくという

ところは、旅行のニーズが変わっていくところにまたマッチしながらやっていくというこ

となので、今後とも、少なくとも皆生温泉につきましては、そういった中心的な施設であ

る観光センターを米子市と旅館組合さんでしっかりと活用していきたいというところの思

いから、非公募ということでやっているという状況でございます。以上です。

○西野委員長 今城委員。

○今城委員 説明的にはよく分かります。でも、熱は感じません。もうこれ議案になって

出てくるからこそ、今ちょっとうるさく言うてるんですよねっていうところを分かってい

ただければと思って。

ですから議案となって出てきたときに、もう何が何でもここじゃないといけませんって

いうような、そういう言い方をするとおかしいんですけど、ここに本当にお願いしたいん

だっていう、それは、こういうことやこういうことやこういうことの理由があるからなん

ですってことが分かる議案にしてほしいですよねって思います。でなければ、どこでもい

いんじゃないということだったりとか、もしかすると、都会がいいかどうか、もっといい

専門の旅行代理店さん系のイベント系のところとかに任せたほうが、もっと活用できて、

もっとお金が入るっていうことになるんじゃないかとかいうことを言われてしまうような

ことにならないようにしないといけないんじゃないのって私は思うんです。とっても大切

な地元の団体の皆さんで、それぞれの会社というか、旅館さんが一生懸命いろんな企画を

してくださってたりとかしてるのもよく分かっているので、だからこそ市としては一緒に

なって応援したいっていう熱が、そこがどうもあれですよね。

もっと言えば、どんな企画があり、こんな企画があり、こんなことをこの後の５年なら

５年とかの間にやっていくっていうふうに、もう何かめじろ押しの企画がどんどん出てく

るようなところなんですみたいことがあれば、なおよしですよねって思ったり、もしくは、

あそこの２階のところを、さんこ節のとか、いろいろやりますって言ってるけど、そうい

うことなんかも、というのが何か出てましたよねっていうのがあるけど、実際どういうふ

うなことをしてあそこを活用して、どんなイベント系のものがあってとかっていうのも全

く報告とか、こういうとこになってこなくて、実際そういうことを企画運営しているよっ

ていう感じで、ようやっとんなるですねみたいな感じのことが分からないようなので、当

然のこととして普通がずっと連なっているっていう中で判断しなさいって言われるのが、

とてもつらいですということを言って、何とかして議案になるときはしっかり頑張っても

らいたいと思いますから、よろしくお願いします。

○西野委員長 ほかにございませんか。

錦織委員。

○錦織委員 今、観光課の方も来ておられるので、委員長にちょっとお許しを願いたいん

ですけれども、直接指定管理とは関係ないことなんですけど、これ私が聞いていいかどう

かを判断していただきたいんですけど、今、首相の台湾有事の発言などもあって中国から

の観光客の動向とか、そういったことがちょっと心配されるんですけども、そういう影響

っていうのは現段階ではどうなのかなっていうことを、どの場所で聞くこともできないの
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で、ここで少し回答がもらえれば、状況、現状をお聞きしたいと思うんですけれども、ど

うでしょうか。

○西野委員長 どうでしょうかね。まだ情報がないですよね、材料っていうのが。

（「議事進行。」と中田委員）

○西野委員長 中田委員。

○中田委員 だから錦織さんは聞いてると思うんですけど……。この案件、今出てる案件

っていうのは指定管理者の選定に当たっての、いずれ議案になるっていう案件なので、こ

の案件の中ではないと思いますので、どこで扱うかという話ですよね。

（「はい。」と錦織委員）

それさえ委員長のほうで、また別途扱うのかどうなのかっていうことを決められればい

いんじゃないでしょうか。

○西野委員長 そうです。中田委員がおっしゃられるように、この案件とはちょっとそれ

てますんで、また個別の各個質問が１２月とかありますので、そういう機会もございます

ので、そういうところでよろしくお願いします。よろしいですか。

○錦織委員 はい。

○西野委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○西野委員長 ないようですので、本件については終了いたします。

次に、指定管理者候補者の選定結果について（文化振興課）。

当局からの報告をお願いします。

大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 それでは、指定管理者候補者の選定結果について御報告いたします。

資料１ページ記載のとおり対象施設は３区分ございまして、１つ目は米子市公会堂、米

子市文化ホール、米子市淀江文化センターのいわゆるホール系３施設、２つ目は米子市美

術館、３つ目は米子市立山陰歴史館、米子市福市考古資料館、米子市埋蔵文化財センター、

上淀白鳳の丘展示館の文化財関連施設でございます。こちらにつきましては、現在の指定

管理期間が令和８年３月３１日をもって終了しますことから、令和８年４月１日から令和

１３年３月３１日までの５年間の指定管理者候補者を選定するものでございます。

こちらの各施設につきましては、経済部内の選定会議を経まして、米子市指定管理者候

補者選定委員会に米子市文化財団を指名指定する旨の諮問書を提出し、御審議いただきま

した。その結果、２ページ以降に添付しておりますが、本市案を了承する旨の答申書を頂

いたところでございます。

３ページ、５ページ、６ページの中段以降に各施設の選定理由を記載しておりますが、

共通する理由としましては、１つは専門性の高さと人材確保力でございまして、文化財団

には安定して学芸員や舞台関係の専門職員を配置できている点、また、２つ目、地域にお

ける代替不可能性としまして、先ほど申し上げました人材確保の面のほか、地域の文化団

体等と密に連携が取れている事業者が文化財団のほかには想定できないという点から、指

名による継続的な事業執行が最適であると判断したものでございます。

７ページ以降には、評定票や試算表を添付しておりますが、今回の指定管理料の考え方

としましては、人件費の部分ですが、正職員につきましては文化財団の現在の給料表、ま
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た、有期雇用職員につきましては、県人事委員会が公表している民間企業の平均人件費を

基にそれぞれベースアップを見込んで試算しているところでございます。また、それ以外

の管理経費につきましては、近年の実績に一定の物価上昇率を見込んで試算しているとこ

ろでございます。今後、指定管理者の指定に係る議案は、１２月定例会において上程させ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

説明は以上でございます。

○西野委員長 当局からの報告は終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見を求めます。

稲田委員。

○稲田委員 これ非公募に、これから非公募しますというか、公募の初期段階のときで、

この委員会でも言わせていただきました。そのときは副市長から、いわゆる、これは私の

解釈ですよ、建前的なお話と、それから内情的なお話、２ついただいたことも記憶してお

ります。その後、総務管財課ですね、課長ともちょっと意見を聞いたりとか、せんだって

もまた副市長のいろいろ意見を聞いておりまして、なかなか、じゃあ、非公募に対しての

立ち位置を議論しても、先ほども意見が出ました、この委員会で何か結論までとは思えま

せんけれども、言葉選びが下手くそなもんで、何かしら煮え切らないというか、不安とい

うか、太鼓判が押しづらいというか、言葉がいいのがないんですけども、状況があります。

これは言わなくても、これまで議論してきとるんで、あると思います。

そういうのを踏まえた上で、７ページを見ながらちょっとお話を聞いてみたいんですけ

ど、まず、課長が言われたとおり、ホール系は３つ、それから美術館は単独で１つ、それ

から文化系、歴史系で４つなんですけど、結局、応募もこういう形しか取れないもんなん

ですか。要はセットで３つだと結構規模が大きいですよね。個別個別でやれば一つ一つの

規模が小さくなるんですけど、私も平成１７年、１８年のスタートした時点でどういうく

くりで始まったか分かってないので、これは要はセットにしなきゃいけないのかどうか、

ちょっと今聞くタイミングじゃないんですけど、次の質問につながるんで、教えてくださ

い。

○西野委員長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 確かに委員おっしゃられるように、個別の施設で指定管理者を分け

るという点はあるかと思います。ただ、費用面を見たときに、やっぱりホールはホール、

文化財は文化財で固まってたほうが、人材的なやりくりとか、そういったもので非常にメ

リットがあるということで、こういったくくりにしてるところでございます。

○西野委員長 稲田委員。

○稲田委員 いわゆるスケールメリットが出るのでというのは、それは理解します。スケ

ールメリットを出した状態で、特に整理番号５、１５、１６が１つの事業者で固まって、

結果的には１つのとこになると。加えて、契約の形態は違いますけど、図書館もこちらの

関係先かなと思ったりして、今度は１つの者が、１つの団体がこれほど多くのものを抱え

るという弊害が出るのではないかという危惧があります。

実際に今、弊害があるのかと言われれば、具体的な事例を持っているわけでないんです

けれど。部が違うので、これは例示として参考にしていただければありがたいんですが、

以前、都市整備部が建設部と言われてたときに、公園管理において１つの者が市全体を担
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っていたと。いろんな経緯があって、今は、つい先ほどですけど、何地区って言ったっけ、

すみません、北と南じゃないけど、外浜地区と内浜地区、２つに分けて、もうちょっと言

うと、テニスコートとかはまた別ですけど、大きくは２つに分けたという経緯がある反面、

こちらですと、全部という言い方が適切かどうか分かりませんけど、全部１つの者が、そ

れも非公募でやってるという状態は、さあ、どこまで続けていくのかな。

１２月議会に上程されるのであれば、我々がそれを審議して決める話ですので、ここか

ら先は我々の範疇に入るんですけれども、とはいえ、これを違う形で結論を出したら、じ

ゃあ、もう担うところはありませんみたいなところにもなって、こういう疑問をずっと抱

いてます。指定管理者制度自体は主管は経済部じゃないですから、ここではそれ以上私は

言いませんけど、ただ、１者が少なくとも整理番号５番、１５番、１６番、これをやると

いうのがもう前提になってる状態はある意味危険をはらんでるので、このことについては

答弁をいただきたいと思います。

○西野委員長 石田文化観光局長。

○石田文化観光局長 稲田委員から、非公募で弊害があるのではないかというか、もしく

はそういったことが発生する可能性についてという御質問だと思いますけれども、所管課

といたしましては、今現在設置している施設を、その用に供するために必要な指定管理者

はここだというふうな今考えに至っているというところでございますけれども、非公募が

当たり前だというふうには当然考えてございませんし、原則は公募というところでござい

ますので、７月から様々皆様から御意見いただいてる中で、今回は、流れ的なもので選定

委員会の答申もいただいてるところでございますけれども、５年後、またそれにつきまし

ても公募できるのかできないのか、先ほど委員からおっしゃられたような枠組みの考え方

とかありますけれども、まとめたほうがスケールメリットがあるのか、それともばらした

ほうがより多くの方に担っていただけるのかとか、様々な要件を当然含めながら考えまし

て、また５年後に向けて整理をさせていただけたらというふうに考えてございます。以上

です。

○西野委員長 稲田委員。

○稲田委員 整理させていただきたいっていうのは素直に受け取ります。全庁的に、した

がって、１２月定例会で議案が上がって、可決かそうでないかは置いといて、また５年後

に同じことが起きますので、もう速やかに来年度頭からはそのような動きをしていただけ

るということは、約束というか、約束というふうに受け取っていいか、ちょっと答弁だけ

最後お願いします。

○西野委員長 石田文化観光局長。

○石田文化観光局長 答えありきではないですけれども、公募できるのかできないのか、

非公募でいくのかというところをしっかりとこちらのほうで議論といいましょうか、検討

を進めさせていただきたいと考えてございます。

○西野委員長 ちょっと待ってください。１２時になりましたけど、継続しましょうか、

どうしましょう。

〔「この案件が終わったところで休憩時間を取らんと…」と中田委員〕

○西野委員長 では、この案件は引き続き継続します。

中田委員。
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○中田委員 さっきも例えばスポーツ施設とか公園の管理の話もありましたけど、分けた

けども、反面、総額の指定管理料は上昇してるんですよね。リスクは分散したけど。それ

と、これ全部同じ文化財団のところに行ってるけど、中の専門性の学芸員というのはそれ

ぞれ違うんですね、分野がね。その中での専門性を発揮していて、とりわけ山陰歴史館と

か、こういったところっていうのは地域史のところで積み上げてきた専門性っていう特殊

性を踏まえたものがあるので、私は致し方ないことだと思います。

美術館なんかも、どっちかっていうともっと発揮してほしいのは、最近すごくよくなっ

てて、いろんな企画展がされてる。これも、どことの人脈がつながってるか、さっき関西

事務所の話もあったけど、この世界での人脈がつながってることが非常に企画展を成功さ

せるというか、つぼどころで、あと、何を持ってて、どういうことがお互い協力関係がで

きるかっていう、そういったことがあるので、非常に専門性っていっても単なる学芸員の

知識だけの話じゃない中でやってることなので、ぜひそれを発揮してほしいんですけど、

ここでちょっと質問しておきたいのは、これ、やがて議案になってくると思うんですけど、

とりわけ山陰歴史館で、これは山陰歴史館の取扱い自体が今後ねっていうのがあると思う

んですけど、これは以前、決算なんかのときにも私、発言してきてますけど、あそこが所

蔵してる古文書だとか関係資料とか要は山ほどあるわけですよ、いろんなものが、物もだ

けど、文書とか。現在の指定管理料での指定管理の内容では、それを整理するだけのもの

が入ってないと私は認識してるんですけど、それは間違いないですかね。

○西野委員長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 このたび文化財団のほうに指名指定ということが決まりましたら、

令和９年ですか、山陰歴史館の改修を計画しておりますんで、そのタイミングでそういっ

た整理を行う予算は計上しております。

（「なら、その中に計上してあるっていうことですね。」と中田委員）

○西野委員長 中田委員。

○中田委員 ぜひそこは視野に入れとかないと私は本当にいけないと思ってまして、企画

展なんかはうまくやってくれていると認識しているので、今の「昭和の米子」とか非常に

面白いし、そういうのもうまくやってると思いますので、問題は、あそこにあるそういう

資料をどう扱うかっていうことが今後ネックになってくると思って、さっき言った専門性

が発揮できるのはまさにそこだと思うんですね。前に市史編さん室があったときは、その

先生たちがしっかりその辺をグリップできてたんですけど、今はもうそこに委ねるしか正

直ないじゃないですかね、量的にも人的にも。その辺はぜひ視野に置いたことを。という

のは、さっきベースアップ分だけ賃金のは見込んでありますっていう話だったので、僕は

その辺の業務的にどうなのかなと思ったからこういう言い方をしたんですが、ぜひよろし

くお願いします。何かあれば。

○西野委員長 大塚文化振興課長。

○大塚文化振興課長 令和９年改修のタイミングで行う事業としまして、当然管理経費は

圧縮されます。ただ、その分を資料整理の経費に振り替えて事業を進めてまいりたいと思

います。単純に資料を整理するだけではちょっとなりませんので、なるべく市民の方にも

目が触れる形を取っていきたいと思っとります。

○中田委員 オーケーです。
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○西野委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○西野委員長 ないようですので、本件については終了いたします。

都市経済委員会を暫時休憩いたします。

午後０時０５分 休憩

午後１時００分 再開

○西野委員長 都市経済委員会を再開いたします。

次に、指定管理者候補者の選定結果について（スポーツ振興課）。

当局からの説明をお願いいたします。

成田スポーツ振興課長。

○成田経済部次長兼スポーツ振興課長 そういたしますと、スポーツ振興課所管施設の指

定管理者候補者の選定結果について御報告をさせていただきます。

資料のほうを御覧ください。スポーツ振興課では、令和８年４月から指定管理者を更新

いたします資料に記載しております３つの区分の施設につきまして、指定管理者候補者を

米子市指定管理者候補者選定委員会の答申を踏まえて選定いたしましたので、その結果を

報告いたします。

まずは、（１）の米子市地区体育館及び屋外体育施設等についてでございます。こちらに

つきましては、公募いたしました結果、２件の応募がございまして、選考の結果、シンコ

ースポーツ中国株式会社を候補者として選定したところでございます。

（２）の米子市皆生市民プールにつきましては、公募いたしました結果、１件の応募が

ございまして、選考の結果、公益財団法人鳥取県スポーツ協会、一般財団法人鳥取県水泳

連盟共同企業体を候補者として選定したところでございます。

（３）の米子市営日野川堰運動広場及び米子市営湊山庭球場につきましては、公募いた

しました結果、１件の応募がございまして、選考の結果、特定非営利活動法人ｅｖｅｒ ｇ

ｒｅｅｎを候補者として選定したところでございます。

なお、指定管理者の指定につきましては、関係議案を市議会の１２月定例議会に上程い

たしまして議決を得た上で行う予定でございます。

また、資料の別紙といたしまして、選定委員会の答申書ですとか選定結果の一覧表、応

募者ごとの評定票などを参考につけさせていただいております。

資料の４ページのところを御覧いただけますでしょうか。米子市営日野川堰運動広場及

び米子市営湊山庭球場の選定委員会の答申でございます。こちらにつきましては、選定委

員会のほうから意見をいただいておりまして、意見の内容として、業務継続困難時の事業

計画等の継承について確認することと意見をいただいております。

こちらにつきましては、答申の意見を踏まえまして提案者のほうに確認をさせていただ

きまして、継承につきましては、社会福祉法人ぱれっとが事業を引き継ぐということでご

ざいました。社会福祉法人ぱれっとにつきましては、今期中に市内の社会福祉法人から事

業譲渡を受けられるということで、市内の障がい福祉事業として最大規模の体制になられ

る予定であるというようなことでありまして、貸借対照表なども確認いたしましたところ

財務状況にも支障がございませんでしたので、本業務を継承することは可能であるという

ふうに判断をしたところでございます。
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説明は以上でございます。

○西野委員長 当局からの報告は終わりました。

委員の皆様の質疑、御意見を求めます。

稲田委員。

○稲田委員 先ほど説明があった４ページのところ、私も聞こうと思ってました。意見と

して書かれてるんですけど、異例という表現が適してるかどうか分からないんですけど、

あんまりないですよね。こう聞いても、なかなか他の施設のことが分からないから答えに

くいか。なら、やめときましょうか。あんまり見ないな。

これ、先ほど特定非営利活動法人のｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎさんが事業の継承が難しけれ

ば、また別の社会福祉法人に移るやの説明だったと受け取りましたけれど、社会福祉法人

の財務状況は安定しているのでということなんですが、この事業の継承、要は事業ができ

なくなるっていう心配をされてるという答申内容と受け止めていいんでしょうか、お尋ね

します。

○西野委員長 成田スポーツ振興課長。

○成田経済部次長兼スポーツ振興課長 こちらの答申の意見の背景といたしましては、選

定委員会の中で出た意見として、ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎの令和５年度と６年度の財務状況

が赤字になっていたということが背景としてございました。それをもって、もし駄目にな

ったときの事業計画について確認することという背景です。

そちらにつきましても、まず、令和５年度と６年度の財務状況が赤字になっていること

について、ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎにこれは確認をしたところなんですけれども、こちらに

つきましては、令和４年度に立ち上げられました社会福祉法人ぱれっとへの、ｅｖｅｒ ｇ

ｒｅｅｎの中の障がい福祉事業の移管をしておられまして、それに伴う移管によって令和

５年度と令和６年度の財務状況が赤字になっていたということでございました。移管自体

は、令和６年度末に完了されておられますので、令和７年度以降につきましてはその影響

を受けることなく、ｅｖｅｒ ｇｒｅｅｎとして行う業務は、本件の指定管理、そのほか、

ほかの行政からの受託業務に限られるということでありましたので、今後は決算が赤字に

なることはないということでございました。以上です。

○西野委員長 稲田委員。

○稲田委員 令和７年度の動きを聞いてみたかったんですけど、業務移管が行われている

ので、７年度は黒字化するだろうという見通し、まだ途中ですからね。５年度、６年度の

赤字の背景には、指定管理者の事業というよりは、他の業務が赤字になって、それに伴っ

て赤字になったという見解であるということですね。

○成田経済部次長兼スポーツ振興課長 はい。

○稲田委員 じゃあ、それは分かりました。とはいえ、何か社会福祉法人のほうで指定管

理に手挙げをされる方法もあった、今から言ってももう遅い話なんですけど、要は注文が

ついたままでスタートするのは私はちょっとどうなのかなとは思ってます。

ここから先はどう審議していいか、ちょっと経験もないので、思いますが、気になるの

は５ページ目なんですよ。整理番号３番のところがそこに当たると思うんですが、とはい

え、経費削減を米子市の試算よりも低く出されています。違うのかな。経費節減効果が１

７４万５,０００円出てますよね。だから解釈としては、これぐらい節減されても、要は減
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らされても十分にやっていけるということなんですよね。ここから先の詳しい数字がもう

分からないので、こちらとしては、だからちょっと経営が危ないんじゃないかという注文

がついてるけれども、反面、経費はすごく節減されていて、ということは、この経費でも

やっていけるっていうゴーサインを、結局のところ議案で出てくるということは米子市当

局もされているんですよねという確認です。

○西野委員長 成田スポーツ振興課長。

○成田経済部次長兼スポーツ振興課長 こちらの特定非営利活動法人ｅｖｅｒ ｇｒｅ

ｅｎさんについては、現在も指定管理をしていただいておりまして、５年間管理をしてい

ただいております。この５年間の指定管理業務自体での財務状況というのは赤字にはなっ

ていなくて、黒字になっていますし、業務の内容も、今までも経費の節減効果を出しなが

らしていただいてるという実績がありますので、今のこの経費の節減をこのたびも大きく

出しておられますけれども、引き続き業務はしていただけるというふうに判断をしている

ところです。以上です。

○稲田委員 分かりました。

○西野委員長 よろしいですか。

ほかにございませんか。

〔「なし」と声あり〕

○西野委員長 ないようですので、以上で全ての報告案件が終わりました。

都市経済委員会を閉会いたします。

午後１時０９分 閉会

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。

都市経済委員長 西 野 太 一


